
富山市入札公告第６号

建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要となる

事項を次のように定める。

令和５年３月２９日

富山市長 藤 井 裕 久

建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要と

なる事項

１ この入札公告は、 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の６第１項の規定により、建設工事の条件付き一般競争入札（郵

便による入札（以下「郵便入札」という 。） 又は電子入札（富山市契約

規則（ 平成１７年富山市規則第３７号） 第１３条に規定する電子入札を

いう。以下同じ 。） を行うもの 。） における各入札に共通して必要とな

る事項について、公告するものとする。

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)入札に参加することができる者は、 富山市の競争入札参加資格者名

簿に登載された者（ 以下「 登載者」 という。） であって、 次に掲げる

要件のすべてを満たすものとする。

ア 建設業法（ 昭和２４年法律第１００号） 第２７条の２３の規定に

基づく経営に関する客観的事項の審査を受けている者であること。

イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

ウ 案件ごとに定める入札参加条件を満たしている者であること。

エ 建設業法第２８条第３項の規定により、 新潟県、 石川県及び富山

県の区域内において営業停止を命ぜられた者であって、 当該営業停

止期間中のものでないこと。

オ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札日までの間にお

いて、富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止

期間中の者でないこと。

カ 当該案件に係る他の入札に参加しようとする者との間に次に規定



する資本関係又は人事関係のいずれにも該当しないこと。

（ア）親会社（ 会社法（ 平成１７年法律第８６号） 第２条第４号に規

定する親会社をいう。 以下同じ。） と子会社（ 同法第２条第３号

に規定する子会社をいう。 以下同じ。） の関係にある場合（ 子会

社が民事再生法（ 平成１１年法律第２２５号） の規定による再生

手続開始の決定又は会社更生法（ 平成１４年法律第１５４号） の

規定による更生手続開始の決定 （（ イ）において ｢ 民事再生法等

の再生手続開始の決定 ｣ という。） を受けた会社である場合を除

く。）

( イ ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（ 子会社の一

方が民事再生法等の再生手続開始の決定を受けた会社である場合

を除く。）

( ウ ) 一方の会社の役員（ 会社法施行規則（ 平成１８年法務省令第１

２号） 第２条第３項第３号に規定する役員のうち、 次に掲げる者

をいう。 以下同じ。） が、 他方の会社の役員を現に兼ねている場

合（ 会社の一方が会社更生法の規定による更生会社又は民事再生

法の規定による再生手続中の会社である場合を除く。）

1) 株式会社の取締役。 ただし、 次に掲げる者を除く。

( ⅰ ) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社

における監査等委員である取締役

( ⅱ ) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社にお

ける取締役

( ⅲ ) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役

( ⅳ ) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を執行しないこととされている取締役

2) 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3) 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（ 合名会社、 合資

会社又は合同会社をいう。） の社員（ 同法第５９０条第１項に規

定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこと

とされている社員を除く。）

4) 組合の理事

5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に



準ずる者

( エ ) 一方の会社の役員が、 他方の会社の会社更生法又は民事再生法

の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

キ 当該案件に係る他の入札に参加しようとする者の中に事業協同組

合がある場合は、 その構成員でないこと。

ク 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者及び同条第２項に

規定する監理技術者は、 競争参加資格確認申請書の提出期限の日以

前に９０日以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること

。

ケ オで定める期間において、富山市工事成績評定点による入札参加

の制限等に関する要領に基づく入札参加制限期間中の者でないこと

。

(2) 特定建設工事共同企業体（ 以下「 共同企業体」 という。） が参加で

きる工事に係る入札にあっては、 共同企業体として入札に参加するこ

とができる者は、 ２ (1) の規定にかかわらず、 次に掲げる要件のすべ

てを満たすものとする。

ア 共同企業体の構成員が登載者であって、 ２ (1) ア、 イ、 エ、 オ、

ク及びケの要件を満たすこと。

イ 共同企業体の構成員が同一の入札における共同企業体以外の入札

に参加しようとする者（ 以下この号において「 単体企業」 という。

） 又は他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。

ウ 共同企業体の構成員が、 同一の入札における単体企業又は他の構

成員と資本又は人事において２ (1) カに規定する関係のいずれにも

該当しないこと。

エ 共同企業体の構成員が、 同一の入札における共同企業体の構成員

（ 他の共同企業体の構成員を含む。） の中に事業協同組合がある場

合は、 その構成員でないこと。

オ 共同企業体の代表の構成員が構成員中最大の出資比率を有する者

であること。

カ 自主的に結成された共同企業体であること。

キ 共同企業体の運営形態が共同企業体の構成員が一体となって工事



を施工する共同施工方式であること。

３ 契約条項等の閲覧

契約書案、富山市建設工事等入札心得（ 以下「 入札心得」 という。）

及び富山市電子入札運用基準（ 電子入札の場合に限る。） は、案件ごと

に定める期間内に案件ごとに定める入札及び契約を担当する課において

閲覧に供する。

４ 設計図書の取得等

(1) 原則として、電子ファイルに記録した設計図書を電子入札システム

からダウンロードにより、取得するものとする。ただし、ダウンロー

ドにより取得できない場合は、契約担当課に記録媒体を持参し、当該

設計図書を取得することができる。

(2) 取得した電子ファイルは、他人に譲渡若しくは配布し、又は積算以

外の目的に使用してはならない。

(3) 設計図書について質問があるときは、案件ごとに定める期間内に案

件ごとに定める入札及び契約を担当する課へ書面を電送して行うこと

。 電子入札の場合は、電子入札システムにより行うことができる。

(4) 質問に対する回答は、案件ごとに定める期限までに書面を電送し、

又は電子入札システムにより行う。

５ 入札の方法等

(1) 提出書類

ア 競争参加資格確認申請書（ 様式第１号）（ 電子入札にあっては電

子入札システムの同申請書の提出処理をもって代えることができる

。）

イ 競争参加資格確認書（ 様式第２号）

ウ 入札書

エ 積算内訳書

オ 配置予定技術者調書（ 様式第３号）

カ 同種工事の施工実績調書（ 様式第４号）

キ 電子入札用委任状（ 様式第５号）（ 共同企業体に限る。）

ク 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（ 様式第６号）（

共同企業体に限る。）



ケ 入札公告において定める書類

(2) 入札の方法

ア 郵便入札の方法は、 入札心得に定めるもののほか、 次のとおりと

する。

( ア ) 入札書は、内封筒に入れて厳封の上、他の提出書類とともに外

封筒に入れて提出する。

( イ ) 一般書留又は簡易書留により郵送する。

( ウ ) 郵送先は、 富山市役所内郵便局留とし、 案件ごとに定める入札

及び契約を担当する課名を記載する。

( エ ) 外封筒の表には、 郵送先のほか「 入札書在中」 と記載し、 併せ

て案件ごとに定める開札日と案件名を記載する。

( オ ) 外封筒には、 入札参加者の住所及び商号又は名称を記載する。

( カ ) １つの封筒に複数の案件に係る入札書等の提出書類を同封して

はならない。

( キ ) 入札書等の提出書類は、 案件ごとに定める入札書等の到着期限

の日までに到着するよう提出する。

イ 電子入札の方法は、 入札心得及び富山市電子入札運用基準に定め

るもののほか、 次のとおりとする。

( ア ) ５ (1) ア、 イ、 キ及びクに定める提出書類は、電子入札システ

ムにより入札公告に定める日時までに提出しなければならない。

( イ ) ５ (1) ウ及びエに定める提出書類は、 電子入札システムにより

入札受付締切の日時までに提出しなければならない。

( ウ ) ５ (1) オ及びカに定める提出書類は、 別に提出方法等を定める

場合を除き、 事前審査方式の場合は（ア）の書類提出時に、事後

審査方式の場合は（イ）の書類提出時に電子入札システムにより

提出しなければならない。

（エ）５ (1) ケに定める提出書類は、入札公告において定められた日

時までに、 定められた方法により提出しなければならない。

６ 提出書類の記載事項

(1) 入札書

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０



０分の１０に相当する額を加算した金額（当該価格に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載する。ただし、入札公告

に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(2) 配置予定技術者調書

配置予定技術者は、原則として、主任技術者等（建設業法第２６条

第１項に規定する主任技術者及び同条第２項に規定する監理技術者を

いう。以下同じ 。） １名を記載する。ただし、配置予定技術者調書の

提出時に配置予定技術者を特定できない場合に限り、複数の候補者を

記載することができる。

(3) 同種工事の施工実績調書

国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方住宅供給公

社、土地開発公社、地方独立行政法人又は日本下水道事業団が発注し

た工事を元請で施工し、完成したものについて記載する。

７ 入札の辞退

競争参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、案件ごとに

定める入札書等の到着期限又は受付締切の日時までに、入札辞退届を案

件ごとに定める入札及び契約を担当する課へ提出する。

８ 開札の方法等

(1) 開札日時及び場所

案件ごとに定める。

(2) 開札の立会い

ア 郵便入札の開札にあっては、 入札参加者（ その者に雇用されてい

る者を含む。 以下同じ。） の中から、 契約担当課があらかじめ選任

した２者を立ち会わせる。

イ 電子入札の開札にあっては、 入札参加者のうち開札の立ち会いを

希望する者を立ち会わせることができる。 この場合において、 開札

の立ち会いを希望する者は、 入札書の受付締切の日時までに開札立

会申込書（ 様式第７号） を提出し、 契約担当課の承認を得て、 契約



担当者等の指示に従い開札に立ち会うものとする。

ウ イの場合において、立ち会いを希望する者が多いときは、契約担

当者は立会人の数を制限することがある。

エ アの場合に立会人が２者に満たないときは、 入札事務に関係のな

い職員を立会人に充てる。

オ 立会人は、 開札終了後、 結果を記した開札立会人確認書（ 様式第

８号） に署名しなければならない。

９ 第１順位の落札候補者の決定及び入札参加資格の確認

(1) 事後審査方式における第１順位の落札候補者の決定

開札の結果、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者（

以下「 落札候補者」 という。） のうち、 最低の価格をもって入札を行

った者（ 地方自治法施行令第１６７条の１０の２第１項の規定に基づ

き、 価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みを

した者を落札者とする方式（ 以下「 総合評価落札方式」 という。） の

場合は、 別に定めるところによる総合評価の方法により算出して得ら

れる数値（ 以下「 評価値」 という。） の最も高い者） を第１順位の落

札候補者に決定し、 第１順位落札候補者決定通知書（ 様式第９号） 又

は電子入札システムにより通知する。

(2) 事後審査方式における入札参加資格の確認

ア 第１順位の落札候補者が入札及び契約を担当する課から５ (1) に

掲げる提出書類以外の入札参加資格審査書類の提出を求められたと

きは、 当該提出を求められた日から起算して２日以内（ 富山市の休

日を定める条例（ 平成１７年富山市条例第２号） 第１条第１項に規

定する休日（ 以下「 休日」 という。） を除く。） に入札参加資格要

件を満たしていることを証する書類を持参又は電送により提出しな

ければならない。 ただし、 市長が特別な事情があると認めたときは

、 この限りでない。

イ 第１順位の落札候補者の入札参加資格の確認は、 競争参加資格確

認申請書の提出期限の日時点の事実をもってするものとする。

ウ 第１順位の落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合には

、 第１順位の落札候補者以外の落札候補者のうち、 最低の入札価格



を提示した者（ 総合評価落札方式の場合は、 評価値の最も高い者）

を第１順位の落札候補者とする。

(3) 事前審査方式における入札参加資格の確認

事前審査方式の場合、 ５ (1) に掲げる提出書類の提出があったとき

は、 入札参加資格の有無の確認を行い、 その結果を競争参加資格確認

通知書（ 様式第１０号） 又は電子入札システムにより通知する。

１０ 落札者の決定方法等

(1) 落札者の決定

ア 事後審査方式の場合、第１順位の落札候補者について、入札参加

資格を有すると確認したときは、確認した日をもって落札を決定す

る。

イ 事前審査方式の場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札した者のうち、 最低の入札価格を提示した者（ 総合評価落札方式

の場合は、 評価値の最も高い者） を落札者とする。

ウ 富山市契約規則第１０条に規定する調査基準価格（ 以下「 調査基

準価格」 という。） を下回った入札等において、 落札者となるべき

者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき

は、 落札者の決定に至るまで、 第１順位の落札候補者以外の落札候

補者であって、 最低の入札価格を提示した者（ 総合評価落札方式の

場合は、 評価値の最も高い者） について入札参加資格の有無を確認

する。 ただし、 落札者が決定したときは、 他の者に係る入札参加資

格の確認は行わない。

エ 郵便入札において、 落札者となるべき同価の入札をした者が２人

以上あるときは、 当該入札をした者について、 入札参加資格の確認

を行った上で、 指定する日時に案件ごとに定める入札及び契約を担

当する課に参集を求め、 くじを引かせて落札者を決定する。 当該入

札をした者が指定する日時に参集しないときは、 当該入札事務に関

係のない職員にくじを引かせる。

オ 電子入札において、 落札者となるべき同価の入札をした者が２人



以上あるときは、 原則として電子入札システムの電子くじにより落

札者を決定する。 ただし、 電子くじによらない場合は、 エのくじ引

きで落札者を決定する。

カ 分離・分割発注工事で、同一の者が複数の工事を重複して落札す

ることを制限する入札における落札者の決定等は、次のとおりとす

る。

( ア ) 入札公告の番号及び指名通知に示す入札番号の順に開札を行い

、落札者を決定する。ただし、調査基準価格を下回った入札で低

入札価格調査が必要な場合等（入札の中止又は不調により落札者

が決定しない場合を除く 。） で落札者が直ちに決定しないときは

、その入札の落札者が決定するまでの間は、その後の入札の落札

者の決定を保留する 。

( イ ) 落札者が共同企業体のときは、当該共同企業体の構成員及び当

該企業体の構成員の全部又は一部を同じくする共同企業体は、そ

の後の入札の落札者となることができない。

キ 落札者の決定は、 原則として開札日を含め３日以内（ 休日を除く

。） に行う。 ただし、 第１順位の落札候補者の入札参加資格に疑義

があるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき、 又

は入札が総合評価落札方式であるときは、 この限りでない。

(2) 入札結果等の通知

ア 落札者が決定したときは、 速やかに、 当該落札者に落札決定通知

書（ 様式第１１号） 又は電子入札システムにより通知する。

イ 入札の結果については、 案件ごとに定める入札及び契約を担当す

る課及び入札情報サービス若しくは富山市公式ホームページでその

結果を公表する。 ただし、 １０ (1) カただし書の場合にあっては、

落札が決定するまでの間、 落札者が決定していない旨を公表する。

ウ 第１順位の落札候補者でありながら落札者とならなかった者に対

しては、 イにより公表するほか、 理由を付した書面を電送して通知

する。 この場合において、 通知を受けた日を含め７日以内（ 休日を

除く。） に書面にてその理由について説明を求めることができる。



(3) 落札者の提出書類

ア 落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に他の工事に

配置している主任技術者等を記載したときは、次に掲げる書類のう

ちいずれか１部を契約担当課に提出しなければならない。

( ア ) 竣工登録工事カルテ受領書の写し

( イ ) 工事検査結果通知書の写し

( ウ ) （ア）又は（イ）に掲げるもののほか当該主任技術者等が当該

他の工事に配置されなくなったこと（建設業法第２６条第３項の

規定が適用されない工事にあっては、当該他の工事に専任で配置

されなくなったこと）を証する書類

イ アの場合において、市が発注する工事及び当該他の工事のそれぞ

れが、建設業法第２６条第３項の規定が適用されない工事であると

きは、アに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、調

査基準価格を下回る価格で入札した者にあっては、この限りでない

。

ウ 落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に複数の候補

者を記載したときは、直ちに当該工事に配置する主任技術者等を記

載した配置技術者決定届（様式第１２号）を契約担当課へ提出しな

ければならない。

１１ 入札保証金

免除する。

１２ 入札の無効等

(1) 富山市契約規則第１２条各号に掲げる入札、 入札心得に規定する事

項に違反した入札及び５ (1) に掲げる提出書類のいずれかが欠けてい

る入札は、 無効とする。

(2) 事前審査方式において入札参加資格を認定された者又は事後審査方

式における第１順位の落札候補者が、 落札決定の日までに入札公告に

掲げる要件（ ２ (1) ケに掲げる要件は除く。） のいずれかを満たさな

くなった場合は、 当該入札者のした入札は、 効力を失う。

１３ 契約手続等

(1) 契約の締結



契約の締結については、 地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号）、

地方自治法施行令、 富山市契約規則及び入札心得に規定するところに

よる。 なお、 落札者の決定後、 契約の締結までの間において、 当該落

札者がこの入札公告に定める要件のいずれかを満たさなくなったとき

には、 当該契約を締結しないことがある。

(2) 契約保証金

指定金融機関において納付する。 ただし、 利付国債の提供又は金融

機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。 また、 公共工事履行保証証券による保証を付したとき

、 又は履行保証保険契約の締結を行ったときは、 契約保証金を免除す

る。

(3) 支払条件

案件ごとに定める。

１４ 低入札価格調査期間等における入札価格の制限

(1)低入札価格調査の対象者となった者（ 共同企業体の場合は、 各構成

員とする。） は、 当該入札の落札者とするかどうかを決定するまでの

間、 工事種類にかかわらず他の工事において低入札価格調査の対象者

となること及び調査基準価格を下回る価格で入札を行うことはできな

い。

(2)低入札価格調査を経て落札者となった者（ 共同企業体の場合は、 各

構成員とする。） は、 当該工事の引渡し日（ 落札者の責によらない事

由により当該工事の工期を延長したときは、 あらかじめ公告、 仕様書

により工期の延長が明示されていた場合を除き、 当初に予定していた

工事完成期限） までの間、 工事種類にかかわらず他の工事において低

入札価格調査の対象者となること及び調査基準価格を下回る価格で入

札を行うことはできない。

(3)(1) 又は (2) に該当する者が、 他の工事において低入札価格調査の

対象者となる場合及び調査基準価格を下回る価格で入札した場合、 そ

の者の入札を無効とする。 ただし、 入札公告に入札価格制限措置の対

象外とする旨の記載があるときは、 この限りでない。

(4) 同一開札日に１者が２以上の案件において、 調査基準価格を下回る



入札をした場合は、 建設業法別表第一に掲げる工事種類の順番で予定

価格の高いものから低入札価格調査の対象者を決定する。

(5)(1) から (4) までの規定の対象となる工事は、 富山市、 富山市上下

水道局及び富山市病院事業局が入札公告又は指名通知する全ての工事

を対象とする。

１５ 低入札価格調査を経て落札した者の義務

低入札価格調査を経て落札した者は、次に定める者を配置し、かつ、

施工体制台帳を提出しなければならない。

(1) 配置技術者

ア 建設業法第２６条第３項の規定により専任の主任技術者等を置か

なければならない工事においては、同項の規定により置かなければ

ならない専任の主任技術者等とは別に当該入札参加資格における主

任技術者等の要件を満たす者を置かなければならない。

イ ア以外の工事においては、専任で当該入札参加資格における主任

技術者等の要件を満たす者を置かなければならない。

ウ ア又はイの場合において、配置予定技術者調書に記載した主任技

術者等を変更してはならない。

エ アの場合で請負金額の減額により建設業法第２６条第３項の規定

に該当しないこととなった場合はイの規定に、イの場合で請負金額

の増額により同項の規定に該当することとなった場合はアの規定に

よるものとする。

(2) 施工体制台帳の提出

建設業法第２４条の７第１項の規定の適用がない工事であっても、

同項に準じて施工体制台帳を作成し、これを市長が指定する者に提出

しなければならない。この場合において、当該市長が指定する者が施

工体制台帳の内容等について質問をしたときは、これに応じなければ

ならない。

附 則

１ この入札公告は、令和５年４月１日から施行する。

２ 建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要とな

る事項について（平成２３年富山市入札公告第１３０号）は、廃止する



。

附 則

この入札公告は、令和５年１０月１日から施行する。



様式第１号

年 月 日

（宛先）富山市長

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

競争参加資格確認申請書

下記の案件に関わる競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。

記

案件名：

（担当者 所属 職 氏名）

（担当者直通電話番号）

（担当者メールアドレス）



様式第１号（共同企業体用）

年 月 日

（宛先）富山市長

共同企業体の名称

共同企業体の代表者

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

競争参加資格確認申請書

下記の案件に関わる競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。

記

案件名：

（担当者 所属 職 氏名）

（担当者直通電話番号）

（担当者メールアドレス）



様式第２号

　下記の案件に係る入札に参加する者に必要な資格については、下記のとおり確認しました。

①

・

②

・

③

・

④

・

⑤

・

⑥

・

（※）　申請者は、資格の内容（左欄）を満たすことを確認の上、右欄の「該当」に○印を付すこと。

競　争　参　加　資　格　確　認　書

住　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

記

　案件名

内　　容 該当・非該当の別(※)

地域
主たる営業所の所在地が公告で求める要件を満たしていること。

該当 非該当

業種等
富山市の入札参加資格決定通知書で通知された業種・総合点数が公告で
求める要件を満たしていること。 該当 非該当

施工実績
公告で求める施工実績を満たす実績を有していること。

該当 非該当

配置技術者
落札者となった場合、公告に求める配置技術者を配置できること。

該当 非該当

建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23の規定による経営事項審査
について開札の日において有効な審査を受けていること。

該当 非該当

入札参加資格の確認の申請の期限の日からこの工事の開札の日までの間
において、本市から富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく
指名停止を受けていない者であること。 該当 非該当



様式第３号

配 置 予 定 技 術 者 調 書

商号又は名称：

配置予定技術者の従事役職・氏名

技 術 者 の Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ 登 録 有（技術者 ID： ）・無

最 終 学 歴

法令による

資格・免許

資 格 の 名 称

取 得 年 月 日

登 録 番 号

工事の経験

の概要

工 事 名

発 注 機 関 名

工 事 場 所
都道 市町

府県 村

契 約 金 額

工 期 年 月 日～ 年 月 日

従 事 役 職 現場代理人、主任技術者、監理技術者等

工 事 内 容

Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ 登 録 有（登録番号： ）・無

申請時にお

ける他工事

の従事状況

等

工 事 名

発 注 機 関 名

工 期 年 月 日～ 年 月 日

従 事 役 職 名 現場代理人、主任技術者、監理技術者等

完了検査（予定）年月日

本 工 事 と 重 複 す る

場 合 の 対 応 措 置

Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ 登 録 有（登録番号： ）・無

注意事項

１ 配置予定技術者は、原則として、入札参加要件を満たす主任技術者等（建設業法第 26条

第 1項に規定する主任技術者及び同条第 2項に規定する監理技術者をいう。）１名を記載し

てください。ただし、入札参加申請書の提出時に配置予定技術者を特定できない場合に限

り、複数の候補者について提出することができます。この場合、候補者ごとにこの調書を作

成してください。

２ 共同企業体の場合は、構成員ごとにこの調書を作成してください。



様式第４号

同 種 工 事 の 施 工 実 績 調 書

商号又は名称：

（注意事項）

１ この調書には、官公庁等が発注した工事を元請で施工し、完成したものについて記載してく

ださい。

２ 共同企業体の場合は、構成員ごとにこの調書を作成してください。

３ 第一順位の落札候補者には、入札参加資格要件を満たしていることを証する書類の提出を

求めることがあります。この場合、当該提出を求められた日から起算して２日以内（休日を除

く。）に契約担当課へ提出してください。

工

事

名

称

等

工 事 名

発 注 機 関 名

施 工 場 所

契 約 金 額

工 期 年 月 日～ 年 月 日

受 注 形 態 等 単体／ＪＶ（出資比率： ）

ＣＯＲ ＩＮＳ登録 有（登録番号： ） 無

工

事

概

要



様式第５号

電子入札用委任状

提出日 年 月 日

（宛先）富山市長

工 事 名

共同企業体の名称

商号又は名称

電子入札の場合には、共同企業体の代表者を代理人として定め、次の事項に関する権限を

委任し、代理人が取得した電子認証用記憶媒体を使用して入札を行います。
（※電 子入 札の場 合は 、共同企業 体が委任者 となり、共 同企業体の代表者が受任者 となります ので 、次 の委任

事項についても記載してください。）

（委任事項）

１ （工事名） の入札に関する一切の権限

共同企業体の代表者（※）

住 所

商号又は名称

代表者職氏名
○印

代表 住 所

構成員 商号又は名称

代表者職氏名 ○印

その他 住 所

構成員 商号又は名称

代表者職氏名 ○印

その他 住 所

構成員 商号又は名称

代表者職氏名 ○印



様式第６号

建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書

提出日 年 月 日

（宛先）富山市長

記

（担当者 所属 職 氏名）

（担当者直通電話番号）

（担当者メールアドレス）

共同企業体の名称

共同企業体の代表者
住 所

商号又は名称
代表者職氏名

代 表 住 所
構成員 商号又は名称

代表者職氏名

出資割合(%)

その他 住 所

構成員 商号又は名称
代表者職氏名

出資割合(%)

その他 住 所
構成員 商号又は名称

代表者職氏名
出資割合(%)

工事に係る条件付き一般競
争入札に参加するため、入札参加資格に基づき特定建設工事共同企業体を結成しましたの
で、次の書類を添えて、入札参加資格の審査を申請します。

なお、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
い者であること。この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約
します。また、上記工事の契約に当たっては、貴市の指示により共同企業体協定書等の必

要書類を提出します。

添 付 書 類 部 数

構成員ごとの配置予定技術者調書（様式第３号） 各１

構成員ごとの同種工事の施工実績調書（様式第４号） 各１

電子入札用委任状（様式第５号）

※電子入札の場合は、競争参加資格確認申請書の提出時に提出してください。
１



様式第７号

開 札 立 会 申 込 書

年 月 日

（宛先）富山市長

次の工事について、開札の立会を希望します。

１ 工 事 名

（開札日時： 年 月 日 時 分）

※開札日当日は、この申込書（受付印の押されているもの）を持参してください。

（担当者 所属 職 氏名）

（担当者直通電話番号）

（担当者メールアドレス）

（申請者）

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

電 話 番 号

ＦＡＸ番 号

契約担当課承認欄

上記工事について、貴者が開札の立会をすることを承認します。

受付印



様式第８号

開 札 立 会 人 確 認 書

この開札が適正に行われ、上記の結果となったことを確認して署名します。

年 月 日

所属 開札立会人

入札番号

開 札 日 時 時 分 ～ 時 分

開 札 場 所 富山市役所東館４階 入札室

工 事 名

最低の入札価格を

提示した者

最低入札価格 円

備 考



様式第９号

年 月 日

様

富山市長

（ 公 印 省 略 ）

第 １ 順 位 落 札 候 補 者 決 定 通 知 書

年 月 日に開札した次の工事について貴者を第１順位の落札候補者

とすることに決定しましたので通知します。

記

１ 工 事 名

２ 入 札 金 額

（注意事項）

１ 入札及び契約を担当する課から条件付き一般競争入札における各入札に共通し

て必要となる事項について５ (1)に掲げる提出書類以外の入札参加資格審査

書類の提出を求められたときは、当該提出を求められた日から起算して２日

以内（休日を除く。）に入札参加資格要件を満たしていることを証する書類を

持参により提出してください。

２ 第１順位の落札候補者の入札参加資格の確認は、郵便入札にあっては入札

書等の到着期限の日、電子入札にあっては受付締切日の現在の事実をもって

行います。

３ 第１順位の落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合には、第１順

位の落札候補者以外の落札候補者のうち、最低の入札価格を提示した者（総

合評価落札方式の場合は、評価値の最も高い者）を第１順位の落札候補者に

繰り上げます。

４ 第１順位の落札候補者でありながら落札者とならなかった者に対しては、理由を

付した書面を電送して通知します。この場合において、通知を受けた日を含

め７日以内（休日を除く。）に書面にてその理由について説明を求めることが

できます。

５ 第１順位の落札候補者が、落札決定の日までに入札公告に掲げる要件のいずれ

かを満たさなくなった場合は、当該第１順位の落札候補者のした入札は、効力

を失います。



様式第１０号

年 月 日

様

富山市長

（ 公 印 省 略 ）

競争参加資格確認通知書

先に申請のありました下記の入札に係る参加資格を確認しましたので通知します。

記

１ 案件名

２ 競争参加資格の有無

３ 競争参加資格がないと認めた理由



様式第１１号

年 月 日

様

富山市長

（ 公 印 省 略 ）

落 札 決 定 通 知 書

年 月 日に開札した次の工事について貴者を落札者とすることに決

定しましたので通知します。

記

１ 工 事 名

２ 落 札 金 額

なお、契約書は、契約担当課でお渡ししますので、本日より７日以内（休日を除く。）

に提出してください。また、電子契約利用申出書を提出している場合は、別途、契約課

職員の指示を受けてください。

（注意事項）

１ 落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に他の工事に配置している主任技術者

等を記載したときは、次に掲げる書類のうちいずれか１部を契約担当課へ提出してください。

ア 当該工事の竣工登録工事カルテ受領書の写し

イ 当該工事の工事検査結果通知書の写し

ウ ア又はイに掲げるもののほか当該主任技術者等が当該他の工事に配置されなくなった

こと（建設業法第 26条第 3項の規定が適用されない工事にあっては、当該他の工事に

専任で配置されなくなったこと）を証する書類

※契約締結時において、落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に記載した当

該主任技術者等が当該他の工事に配置されなくなったことが確認できない場合は、不誠実

な行為として指名停止を行います。

２ １の場合において、市が発注する工事及び当該他の工事のそれぞれが、建設業法第２６条

第３項の規定が適用されない工事であるときは、１に掲げる書類の提出を省略することがで

きます。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札した者にあっては、この限りでありませ

ん。

３ 落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に複数の候補者を記載したときは、直

ちに当該工事に配置する主任技術者等を記載した配置技術者決定届（様式第 12号）を契約

担当課へ提出してください。



様式第１２号

年 月 日

（宛先）富山市長

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

配 置 技 術 者 決 定 届

年 月 日付けで落札決定の通知があった 工事に

ついて、当該工事に配置する技術者が決定したので届け出ます。

記

（担当者 所属 職 氏名）

（担当者直通電話番号）

（担当者メールアドレス）

工 事 名

配置予定技術者の従事役職・氏名

最 終 学 歴

法令による

資格・免許

資 格 の 名 称

取 得 年 月 日

登 録 番 号

（注意事項）

１ 落札者が入札書等の提出の際、配置予定技術者調書に他の工事に配置している主任技術者

等を記載したときは、次に掲げる書類のうちいずれか１部を契約担当課へ提出してください。

ア 竣工登録工事カルテ受領書の写し

イ 工事検査結果通知書の写し

ウ ア又はイに掲げるもののほか、当該主任技術者等が当該他の工事に配置されなくなっ

たこと（建設業法第 26条第 3項の規定が適用されない工事にあっては、当該他の工事

に専任で配置されなくなったこと）を証する書類

２ 契約締結時において、当該主任技術者等が当該他の工事に配置されなくなったことが確認

できないときは、不誠実な行為として指名停止を行います。


